
～申請書の種別にご注意ください～

出産育児一時金支給申請書の記入のポイント

出産育児一時金は直接支払制度※の有無等によって用意する申請書および添付書類が異なります。
以下の条件をご確認いただき、お間違いのないようご準備ください。
※ 直接支払制度の詳しい仕組みについては出産育児一時金のページをご確認ください。

出産育児一時金「内払金支払依頼書」の場合

提 出 条 件

添 付 書 類

・ 直接支払制度を利用しており、出産に要した費用が出産育児一時金の支給額を下回っている場合

・ 直接支払制度を利用する旨の同意書のコピー

・ 受取代理額の記載がある出産（分娩）費用明細書のコピー
 （産科医療補償制度対象分娩の場合はその旨の記載があるもの）

～医師もしくは市区町村長から証明を受けられない場合～
・ 出産日が確認できる証明（出産（分娩）費用明細書に出産日・出産児数の記載がある場合は不要です）
※死産の場合は、死産証書のコピー等

出産育児一時金 「 支給申請書 」 の場合

提 出 条 件

添 付 書 類

・ 直接支払制度を利用しておらず、出産費用を全額本人が負担している場合

・ 海外で出産した場合

・ 直接支払制度を利用していない旨の同意書のコピー

～産科医療補償制度の対象分娩である場合～
・ 産科医療補償制度の対象分娩である旨が記載された出産（分娩）費用明細書のコピー

～医師もしくは市区町村長から証明を受けられない場合～
・ 出産日が確認できる証明

・ 海外出産の場合は、添付書類が複数あるため詳しくは出産育児一時金のページをご確認ください。

※ 出産育児一時金（内払金支払依頼書）の申請がない方には、概ね３か月後に必要事項を印字
した「出産育児一時金（差額申請書）」をご自宅に送付しています。差額申請書で申請をする場合は、
添付書類等は必要ありませんので、お急ぎでない場合はご活用ください。



・申請書１ページ目（共通）

被保険者の氏名（カナと漢字の両方）をご記入ください。

氏名をカタカナで登録している（外国語名等）方は、両方ともカタカナ名でご
記入ください。

公金受取口座への振込みの希望の有無について必ず記入してください。

（公金受取口座を活用できるのは被保険者だけです）

下段の振込先情報（金融機関名や口座番号など）については、公金受取

口座への振込みを希望しない場合のみ記入してください

※ 振込先は被保険者（申請者）の口座をご記入ください。



・申請書２ページ目（支給申請書）

被保険者と家族（被扶養者）の区分に誤りがないようご注意ください。

出産者の氏名と生年月日をご記入ください。

以下の証明または添付書類に記載のある出産日と相違ないようご記入ください。

以下の証明または添付書類に記載の出生児数と相違ないようご記入ください。
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